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会 議 名 令和４年度第２回足立区地域保健福祉推進協議会 

事 務 局 福祉部福祉管理課 

開催年月日 令和４年１２月２３日（金） 

開 催 時 間 午後２時００分 ～ 午後３時３０分 

開 催 場 所 生涯学習センター ４階 講堂 

出 席 者 別紙出席者名簿のとおり 

会 議 次 第 別紙次第のとおり 

資 料 別紙次第のとおり 

そ の 他 
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【協議会審議等内容】午後２時００分開会 

（近藤福祉課長） 

 定刻となりましたので、ただ今から令和

４年度第２回足立区地域保健福祉推進協議

会を開催いたします。 

 本日は、年末のご多忙の中、ご出席くだ

さいまして、誠にありがとうございます。

また、当区の地域保健福祉の推進につきま

してご尽力いただきまして厚くお礼申し上

げます。 

 私は、本日の司会進行を務めます、福祉

管理課長の近藤でございます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日、新型コロナウイルス感染症予防対

策といたしまして、検温・マスクの着用・

手指の消毒に、ご協力をいただいておりま

す。 

 また、携帯電話などにつきましては、電

源をお切りいただくか、マナーモードへの

設定をお願いいたします。 

 それでは、お手元の資料の確認を行いま

す。 

事前に配布しましたのは、会議次第、報告

事項１から１０、情報連絡事項１から９、

別添・報告事項９-１、別添・情報連絡事

項７－１となっております。また、ご通知

いたしましたとおり、情報連絡事項３につ

きましては、内容に一部不完全な部分があ

り削除させていただきます。今後、議会報

告を行う予定となっております。大変申し

訳ございませんでした。 

 資料をお持ちでない場合は、事務局に用

意がございますので、挙手にてお申し付け

ください。 

 本日、席上配付しておりますのは、 

・別添 報告事項３（Ａ４用紙１枚と冊子  

 素案 足立区再犯防止推進計画） 

・報告事項１１ 新型コロナウイルスワク 

 チン接種事業の進捗状況について（Ａ 

 ４用紙 １枚両面） 

・報告事項１２ 足立区における新型コロ 

 ナウイルス感染症発生状況について（Ａ 

 ４用紙 １枚両面と同じく片面１枚） 

・冊子 別添 情報連絡事項５－１ 

 あだちの介護保険（令和３年度実績分） 

・別添 情報連絡事項７－１ 

 令和３年度あだちっ子歯科検診の実施結 

 果について 

・冊子 令和３年度 足立区福祉１１０番

（年次報告書） 

・冊子 足立区福祉事業概要（令和４年度 

 版）となっております。 

 配付資料に不備はございませんでしょう

か。 

 それでは、協議会を進めます。 

 本協議会は、足立区地域保健福祉推進協

議会条例第６条第２項に基づき、過半数の

委員の出席により協議会が成立いたします。

本日は全委員５０名中３６人の出席があり、

協議会が成立していることをご報告いたし

ます。 

 これ以降は、菱沼会長に議事の進行をお

願いいたします。 

（菱沼会長） 

 ただ今から、令和４年度第２回足立区地

域保健福祉推進協議会を始めます。 

 本日の議題は、次第のとおりです。それ

では、次第に沿って進めます。なお、議題
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のうち、情報連絡事項については、時間の

都合上、説明を省略します。 

 皆様から活発なご意見・ご質問をいただ

くためにも、迅速な会議進行にご協力いた

だきますようお願いいたします。 

 また、本協議会の委員名や会議録などは、

区民の皆様に公開することになります。記

録の関係上、ご発言の前に団体名とお名前

をおっしゃっていただけるよう、ご協力を

お願いいたします。 

 それでは、連絡事項１、足立区地域保健

福祉推進協議会委員の交代について、近藤

福祉管理課長から説明をお願いします。 

（近藤福祉管理課長） 

 連絡事項１、足立区地域保健福祉推進協

議会委員の交代につきまして、ご連絡いた

します。 

 民生・児童委員協議会の代表が交代にな

りましたので、ご紹介いたします。新しい

委員は、第一合同会長の小林尚子様です。

その場でご起立をお願いいたします。 

（小林委員） 

 民生・児童委員協議会、第一合同会長の

小林です。どうぞ、よろしくお願いいたし

ます。 

（菱沼会長） 

 続きまして、報告事項１、民設学童保育

室及び指定管理学童保育室の選考状況につ

いてと、報告事項２、令和５年度学童保育

室入室承認基準指数表の変更について、合

わせて江川住区推進課長から説明をお願い

します。 

（江川住区推進課長） 

 報告事項１および報告事項２についてご

説明させていただきます。 

 １ページをご覧ください。待機児童の解消

に向けまして、今年度行なっている学童保育

室の整備状況についてのご報告でございます。 

 １ 民設学童保育室の選考状況についてで

ございますが、今年度、１の（２）のアから

エまでの４地域で公募を行なっておりますが、

応募につきましては、ウの千寿双葉小学校・

千寿本町小学校地域１か所にとどまっており

ます。こちらにつきましては、審査会を経て、

（３）に記載させていただいている株式会社

キッズホーム欒に決定いたしました。２ペー

ジの（４）をご覧ください。応募がなかった

３地域の対応についてでざいますが、事業者

からの聞き取りなども行ないまして、応募が

なかった理由としましては、２方向避難や面

積等の条件で学童保育室に適した物件が見つ

からなかったためというふうに聞いておりま

す。そのため、公募対象地域を拡大するなど

公募条件の見直しを行いまして、令和５年度

に再公募したいということで、準備を進めて

おります。 

 続きまして、２、指定管理学童保育室運 

事業者の応募状況についてでございます。

（１）指定管理期間満了に伴う学童保育室と

しましては、ア、亀田学童保育室、こちらに

つきましては、既存の株式会社、プライム

ツーワンという事業者が指定管理者の候補者

に選定をされております。また、同じく、イ、

新田学園、新田学園第２学童保育室、こちら

につきましては、２事業者から応募がござい

ましたが、既存の特定非営利活動法人ワー

カーズコープが選定をされております。また、

（２）新規開設を行います鹿浜未来学童保育
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室、こちらにつきましては、３事業者から応

募がございましたが、株式会社セリオという

事業者が選定されております。 

 続きまして、３ページ、４ページにつきま

しては、民設学童保育室の選考に関する資料

となりますので、後ほどご覧をお願いいたし

ます。 

 ５ページをご覧ください。件名、令和５年

度学童保育室入室承認基準指数表の変更につ

いてでございます。令和５年度の学童保育室

入室審査におきまして、基準指数表を２点変

更いたしましたので、その報告となります。 

 まず１点目が、夜間就労者に対する承認基

準の見直しでございます。タクシーなどで働

いている方など、夜間働いておりまして、日

中、家にはいるものの十分保育ができない、

そういった方につきまして、これまでの不利

益な取扱いを見直すという内容でございます。

変更内容につきましては、（２）の表になり

ます。１年生の優先承認につきまして、これ

まで適用しないとしていたものを適用するよ

うに、また基準指数につきましても、９点か

ら１２点に変更するという内容でございます。 

 ６ページをご覧ください。２点目が、単身

赴任世帯の補正指数の引上げです。放課後に

おける児童の保護育成を１人の保護者が行う

という点におきましては、ひとり親世帯と同

じですので、点数をひとり親世帯と同じ３点

に、こちらを引き上げるという内容でござい

ます。 

 これら２点の変更を行いまして、現在、令

和５年度の入室に向けた審査作業を進めてお

ります。私からは以上になります。 

（菱沼会長） 

  ご説明ありがとうございました。 

 続きまして、報告事項の３、足立区再犯

防止推進計画の策定について、近藤福祉管

理課長から説明をお願いします。 

（近藤福祉管理課長） 

  ７ページ、報告事項３、足立区再犯防止

推進計画の策定についてご説明します。 

 まず、再犯防止推進計画というのは何ぞ

やというお話をさせていただきます。 

 罪を犯して、また再び刑務所に入る方が

非常に多いということで、国では平成

２８年１２月に再犯防止推進法という法律

をつくりました。それに基づきまして、国

は５か年計画を作ったところです。ちょう

ど今年が最終年で、次に来年以降、第２期

目という形で動いているところです。東京

都は、それに準じて、１年遅れで動いてい

るところですが、このタイミングで、足立

区再犯防止推進計画というのを策定するよ

うに準備を進めているところです。なかな

か正直なところを申し上げて、区役所であ

れば、例えば高齢者施策とか障がい者施策

ということであれば、この方が障がい者だ

よ、この方が高齢者だよというところがは

っきり分かるところがあるところですけれ

ど、この方が罪を犯した方というのは正直

分からないところで、暗中模索的なところ

もあるんですけれど、国のほうで、こちら

のほうは努力義務という形で、策定のほう

進めておりますので、何とか今年度中に策

定していきたいというふうに考えていると

ころです。 

 計画における将来像、取組方針等はこち

らに記載させていただきました。お手元に、
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まだ素案でございますが、冊子のほうをお

配りさせていただいております。後ほどお

目通しをいただきまして、ご意見があれば

こちらのほうに頂戴できればと思います。

正直なところを申し上げて施策集的なもの

になっているところでございます。例えば

これが出来上がったときに、保護司さんと

かがお持ちいただいて、住宅とか仕事、こ

ちらのほうの部分でこういうような施策が

あるというようなご紹介にもなっておりま

すのでご覧いただきまして、ご意見頂戴で

きればと思います。一応こちらのほう、今

ちょうどパブリックコメントを行っており

まして、ご意見を頂戴しているところでご

ざいます。 

 それから、また今年の２月頃に、第２回

の策定に委員会という形で、意見交換とし

て東京保護観察所とか、拘置所の方、警視

庁の方、保護司さん、いろいろ交えてお話

を伺いまして、３月には策定をできればと

いうふうに考えているところです。簡単で

すが、私のほうからは以上でございます。 

（菱沼会長）  

 ありがとうございます。パブリックコメ

ントの募集期間の締切りが、明日１２月

２４日までとなっているようですので、ぜ

ひ皆さんご確認いただいて、ご意見いただ

けたらと思うのでよろしくお願いします。 

 では、続きまして、報告事項の４、子ど

も医療費助成事業の高校生等への拡大につ

いてと、報告事項５、足立区独自・低所得

のひとり親世帯等に対する家計応援臨時給

付金の支給についてを、長谷川親子支援課

長から説明をお願いします。 

（長谷川親子支援課長）  

 報告事項４、報告事項５についてご説明

します。 

 まず、９ページの報告事項４、子ども医

療費助成事業の高校生等への拡大について

ご説明します。拡大内容につきましては、

今まで１５歳以下の方まで、子ども医療費

の助成事業をしておりましたが、拡大後、

年度末１８歳以下の子どもさん方まで対象

を拡大していくというふうに考えておりま

す。足立区における対象児童数は、約１万

７，０００人。事業開始が来年の４月から

でございます。子ども医療費助成事業の内

容ですけれども、年度末１５歳以下と同様

に、所得制限なし、自己負担なしで実施を

させていただきます。 

 スケジュールは、申請書等発送と書いて

ありますけれども、こちらは現在、高校

１年生、高校２年生世帯の方に対して、

１１月３０日に約９，３００通余りを発送

しました。医療症の発送は、来年４月に間

に合うように、３月下旬に発送する予定で

ございます。 

 この高校生等の医療費助成ですが、今ま

で、未就学の子どもがマルニュウ、義務教

育の方々はマルコという言い方をさせてい

ただいておりましたけれども、今度はマル

アオという形になります。１０ページに丸

青の医療症の案が記載してあります。 

 続きまして、１１ページ報告事項５、足

立区独自・低所得のひとり親世帯等に対す

る家計応援臨時給付金の支給についてご説

明いたします。 

 こちらは、新型コロナウイルス感染症の
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影響が長期化する中で、特に影響を受けま

す低所得の子育て世帯、独り親世帯に対し

て、足立区独自・低所得のひとり親世帯等

に対する家計応援臨時給付金の事業を実施

しているところです。給付対象ですが、令

和４年１０月末現在で、児童扶養手当受給

者、独り親世帯等５，６００世帯となって

おります。こちらは令和４年度に実施して

います。国の事業の給付金の対象者で、そ

のまま継続して足立区内に住んでいて、な

お状態も変わらない方に対して支給します。

（１）は、それについて記載させていただ

いております。（２）は、国の給付金制度

で家計急変の対象の方がいらっしゃいます。

その方々は、２月までに申請期間となって

いますので、申請していただき決定された

後に、こちらの給付金を支給していきたい

と考えております。対象児童数等ですけれ

ども、約８，５００人、５，６００世帯と

いうことでございます。就学児童１人につ

き、５万円です。 

 スケジュールについては、支給通知の発

送を１２月２１日水曜日に発送させていた

だきました。このときは既に、国の給付金

受給が決定しております、５，２８０件余

りを郵送しました。こちらは、対象者の方

が受給を拒否されない限り、１月の２０日

に振り込み開始ということで支給をさせて

いただきたいと考えています。周知方法に

ついては、広報、区のホームページ等々で

周知します。 

（菱沼会長）   

 ありがとうございます。足立区独自とし

て、大事な取り組みを始めていただいてい

ると思います。続きまして、報告事項の６、

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給

付金事業の実施についてを、近藤福祉管理

課長からご説明をお願いします。 

（近藤福祉管理課長）   

 報告事項６、電力・ガス・食料品等価格

高騰緊急支援給付金でございます。こちら

は国の事業で、５万円を給付するものにな

っております。 

 支給対象世帯は２種類ございます。まず

は住民税非課税世帯、こちらのほうに関し

ましては、右側の処理スケジュールにもあ

りますように、１１月１１日に通知を発送

しまして、こちらのほうで確認書類の送付

を行いまして、指定口座等を確認していた

だきまして、こちらは振り込むような形の

手はずをとっているところでございます。

今日聞いたところによりますと、大体８割

ぐらいは支給ができているのではないかと

いうことでございます。 

 もう一つは、家計急変世帯ですが、こち

らは申請が必要という形になります。基本

的には課税世帯という形になりまして、こ

ちらは申請をいただきまして、そこから支

給をしていくものでございます。また、こ

ちらのほう、国の事業としまして、専用

コールセンター、これはうちのほう外部委

託で行っておりますが、１０月１日に開設

をしまして、電話対応をさせていただいて

いるところです。対象世帯に関しまして、

支給要件確認書を送付していただきまして、

今のところ確認をさせていただいたところ

でございます。また、この給付金につきま

しては、町会や自治会、あと住区センター
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にもチラシを配布しまして、周知を進めて

いるところでございます。 

（菱沼会長）   

 ありがとうございます。ぜひ、皆さんの

身近な、お知り合いの方々とか、該当する

方、支援の必要がある方にご紹介いただき

たいと思うので、よろしくお願いします。 

 続きまして、報告事項７、介護サービス

事業所・障がい福祉サービス等事業所に対

する物価高騰支援を目的とした区独自の特

別給付金支援事業の実施についてを、早崎

障がい福祉課長から説明をお願いします。 

（早崎障がい福祉課長）   

  報告事項７につきまして、ご説明をさ

せていただきます。 

 介護サービス事業所、また障がい福祉

サービスの事業所に向けて、物価高騰に対

するということで行ったものでございます。

こちらにつきましては、７月から８月にか

けて、アンケート調査を実施した中で、

我々のほうで、皆様のお困りごととか、こ

の辺りを把握し、光熱水費、ガソリン代

等々の高騰支援策ということでやっている

ものでございます。 

 今回、１１月から受付を始めているとこ

ろですけれども、受付の期間は、１月末ま

でを予定しております。既に申請をしてい

ただいている事業者さんもおります。対象

事業者さんについては、こちら記載のとお

りで１４００事業所ということでございま

す。また、こちらの表にありますのは、定

員の区分ごとに、例えば１人から１０人で

あれば１０万円ですよと、そして加算があ

れば、こういった横にあるような加算をつ

けていきますよというようなスキームでご

ざいます。 

（菱沼会長）   

 ありがとうございます。事業所に対する

支援方策ということですね。 

 続きまして、報告事項８、新型コロナウ

イルス感染症対策介護・障がい福祉サービ

ス等事業所に対する衛生物品の購入経費を

目的とした、区独自の特別給付金支給事業

についてを、小口介護保険課長から説明を

お願いします。 

（小口介護保険課長）   

 それでは１５ページ、報告事項８、新型

コロナウイルス感染症対策介護・障がい福

祉サービス等事業所に対する衛生物品の購

入経費を目的とした、区独自の特別給付金

支給事業についてでございます。 

 こちらは、１、概要にございますが、衛

生物品の配布事業というのは、昨年度に引

き続き、国や寄附でいただきました使い捨

てマスク、手袋、アルコールハンドジェル

などを、毎月介護事業所、障がい事業所に

対しまして、数十万枚と、年間で数百万枚

を配りました。こちらの物品については、

本年９月で国から頂いたものが終了となり

ましたので、それに代わりまして、事業所

さんから意見を頂いて、アンケートを取り

まして、給付金等、様々、どういった衛生

物品が必要かということをお聞きしました

ところ、様々な物品が必要だ、例えばガウ

ンが必要だとか、事業所によって様々ござ

いましたので、下半期につきましては、こ

ういった形で給付金ということで、事業を

実施しているところでございます。 
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 申請期間は１１月から年明けの１月末ま

で予定しておりまして、３の事業規模でご

ざいますが、対象事業所は介護・障がいを

合わせて約１，４００事業所、予算規模は

合計で１億１，５００万円余を、介護は８，

８００万円、障がいは２，７００万円余と

なってございます。こちら３の（３）にあ

りますように、各事業所の定員等に応じま

して、５万円から３０万円の給付金を支給

するものです。小さい事業所様に手厚くな

るように、定員区分の幅を細かく設定し支

援をしているところでございます。今後も

介護・障がいの事業所様のご意見を聞きな

がら、支援を続けいきたいと考えておりま

す。 

（菱沼会長）   

 ありがとうございます。現場の方々の声

を聞きながら、必要な対策を講じていただ

けるということですね。ありがとうござい

ました。 

 続きまして、報告事項９、認知症検診の

実施についてを、宮本高齢者施策推進室長

から説明をお願いします。 

（宮本高齢者施策推進室長）   

 それでは資料１６ページをご覧いただき

たいと思います。認知症検診の実施につい

ての報告でございます。 

 来年の１月から、東京都の補助金を活用

した認知症検診を実施する予定です。事業

の目的は、認知症の早期発見と早期支援を

強化すること、そして普及啓発を強化する

ことでございます。 

 １月に７０歳の区民の方、７，４１８人

に検診案内をお送りします。その案内に同

封している「認知症気づきのチェックリス

ト」で２０点以上となった方、または

２０点未満でも物忘れが気になり、受診を

希望する方を検診の対象者といたします。

ほかの区でも同様の認知症検診事業を実施

しておりまして、その受診率を参考に、足

立区の検診受診者数の見込みを３５０人と

算出しました。実施スキームは、別紙Ａ

３版の報告事項９－１のとおりです。 

 事業のポイントは、個別検診か集団検診

かを選択できること、また、検診結果に基

づきまして、サポートが必要な方には、そ

の後も、訪問看護ステーションや地域包括

支援センターによる支援を実施することで

ございます。実施時期は、１７ページ、

４に記載のとおり、３月に２日間、交通の

便のよい会場としまして、シアター

１０１０を予定しておりますが、２００人

の方を対象に集団検診を実施し、さらに

４月以降には、ご近所の指定医療機関で、

こちらのほうは想定では区内３０か所とし

ておりますが、１５０人の方を対象に個別

検診を実施するというスケジュールを予定

しております。 

 なお、受診費用の自己負担はございませ

ん。この事業は、実施状況を見極めながら、

令和５年度以降も継続したいと考えており

ます。 

（菱沼会長）   

 ありがとうございます。 

 続きまして、報告事項１０、健康あだち

２１行動計画の第二次評価及び第三次策定

にかかる調査について網野こころとからだ

の健康づくり課長から説明をお願いします。 
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（網野こころとからだの健康づくり課長） 

 １８ページ、報告事項１０、健康あだち

２１行動計画の第二次評価及び第三次策定

にかかる調査についてでございます。現行

の健康あだち２１行動計画の第二次の期限

が来ておりますので、分析、評価、また、

次の第三次策定の資料とするために、実態

調査を行うものです。 

 対象者は、２０歳以上の区民の方４，

０００人を対象に、無作為抽出して、今、

送らせていただいております。主な質問内

容ですけれども、これまでの効果、指標に

関するものに加えまして、今後の社会情勢

や環境の変化等を図れるものということで、

例えば、地域とのつながりですとか、幸福

度等の質問を設定させていただいておりま

す。 

 なお、質問の設定に当たりましては、健

康あだち２１専門部会の藤原部会長、豊川

副部会長にも相談しまして、設定させてい

ただきました。 

 ４、スケジュールでございます。こちら

の日付にありますとおり、現在、質問票を

送って回答を回収しているところです。

２７日が回答締切りになりまして、締め切

りましたら、２月、３月を目途にまとめて、

来年度の４月、５月で報告書として作成で

きればと考えております。その他にもござ

いますが、次の第三次行動計画ですけれど

も、来年度中に策定しまして、令和６年度

からの開始を目指しております。 

（菱沼会長）   

 ありがとうございました。これは２７日

が回答締切りということなので、身近な方

で届いているという方がいらっしゃったら、

ぜひ回答を呼びかけていただきたいので、

よろしくお願いします。 

 続きまして、報告事項１１、新型コロナ

ウイルスワクチン接種事業の進捗状況につ

いて、片岡新型コロナウイルスワクチン接

種担当課長から説明をお願いします。 

（片岡新型コロナウイルスワクチン接種担

当課長）   

 報告事項１１、新型コロナウイルスワク

チンの接種事業の接種状況について説明を

させていただきます。 

 本日、机上配布をさせていただきました

別添、報告事項１１と書いてある資料でご

ざいます。 

 ワクチン事業は、日々状況が変わるため、

こういった机上配布をさせていただいてお

ります。一番、今、メインで行っている、

オミクロン株対応ワクチンの接種について

で、これは１２月２０日時点の数値を取ら

せていただいているんですけれども、本日

の最新の数字で見ますと、（１）番イの接

種者数は２０万人を超えて２０万４，

１６３人の方に接種をいただいているよう

な状況です。 

 ウの接種率につきましては３２．３％ま

でというような状況です。足立区医師会を

はじめ、各医療機関にご協力をいただきま

して、週当たり、約２万８，０００回の接

種をしていて、週に４．５％ずつぐらい、

接種率のほうが上がってきているというよ

うな状況になっております。 

 対象者は、初回接種を終えた１２歳以上

全ての方で、接種間隔につきましては、最
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終接種から３か月後ですけども、オミクロ

ン株ワクチンにつきましては、１回で終了

ということになっています。ワクチンにつ

きましては、ファイザーとモデルナ製の

２価ワクチンの使用ということになってお

ります。 

 （６）番ですけれども、本事業の終了時

期、令和５年３月３１日でこの事業は終了

ということになっております。令和５年度

以降の接種について、先日１２月１３日に

国から事務連絡がありまして、検討を開始

したというような内容ですけれども、まだ

詳細は未定というような内容になっており

ます。 

 裏面、２番が区の庁舎ホールで実施をし

ている集団接種会場の実施状況でございま

す。１２月は２８日まで接種を行います。

１２月までは、月曜日のみお休みで、火曜

日から日曜日まで接種を行っております。 

 追加接種についてはモデルナ社製のワク

チン、初回接種についてもモデルナのワク

チンを使用しております。１月からは、か

なり接種対象者が減ってきますので、規模

のほうを縮小して実施をいたします。１月

６日金曜日から、毎週金曜日と土曜日のみ

接種を実施します。 

 追加接種のワクチンにつきましても、モ

デルナ社製のワクチンの在庫がなくなると

いうような状況になりますので、ファイ

ザー社製を使用というような内容になって

ございます。予約不要接種の実施について

ということで、１２月６日から予約状況は

いっぱいなんですけれども、国から年内に

接種を推進することで要請もございました

ので、新たに枠を設けて、庁舎ホールで実

施しております。先週でいうと２００人を

超える日が続いているような状況で、金曜

日は２４０名の方が予約なし接種をした状

況になっております。私からは以上です。 

（菱沼会長）   

 ありがとうございました。 

 ２８日まで予約不要ということですので、

よろしくお願いします。 

 続きまして、報告事項の１２、足立区に

おける新型コロナウイルス感染症発生状況

についてを飯嶋感染症対策課長から説明を

お願いします。 

（飯嶋感染症対策課長） 

 足立区における新型コロナウイルス感染

症発生状況についてご説明させていただき

ます。 

 資料のほうは机上配付になっているもの

で、報告事項１２の右上のほうに書いたも

のを使用させていただきます。 

 まず、１番です。新型コロナウイルスの

感染症発生状況についてです。東京都全体

におきましては、１日当たり２，０００人

程度まで発生件数は減少しておりましたが、

徐々に上昇傾向となりまして、１２月

１２日から１８日までの１週間平均で１万

５，０００人程度となっております。この

上昇傾向は今も続いております。 

 別紙の報告事項１２－１を御覧ください。

こちらは、区内の発生届の対象者の推移で

ございます。こちらを見ていただきまして

も、件数が徐々に増えてきておりまして、

１２月１２日から１２月１８日の週で１，

０６３件の件数がございます。 
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 では、報告事項１２の資料にお戻りくだ

さい。２、区内クラスターの発生状況でご

ざいます。１２月１９日時点で８１７施設

で発生しております。 

 続いて、３、足立区発熱電話相談セン

ター及び足立区ＰＣＲ予約専用ダイヤル等

の電話相談実績でございます。９月、

１０月、１１月を見ていただいて、１０月

が一番少なくなっておりますが、１２月で

は１９日時点で２，９００件。この１２月

の傾向としましては、さらに１１月よりも

件数としては増えてくる見込みでございま

す。 

 続きまして、裏面をご覧ください。発生

状況とはちょっと異なりますが、足立区の

保健所、足立保健所の年末年始の体制につ

いてご報告させていただきます。１２月

２９日から１月３日まで、通常足立区役所

は休みとさせていただいているところでご

ざいますが、保健所の体制といたしまして

は、この年末年始の期間も新型コロナウイ

ルス感染症対応を行ってまいります。 

 まず、発生届の事務処理、また入院調整

や患者の搬送の手配、また疫学調査、自宅

療養者の方の健康観察を行っていく予定で

ございます。対応時間としましては午前

８時半から午後５時１５分までとしており

ますが、状況によってはそれより延長する

場合もございます。 

 そして、（２）電話相談、こちら２４時

間体制で行ってまいりますが、それぞれの

内容によりまして電話番号が異なっていま

すので、何かあった際には、こちらの表の

電話番号を参考にご利用いただければと思

います。 

 続いて、（３）はオンライン相談です。

基本的には対面での診察を受けていただく

ところですが、場合によっては患者さんの

人数、要望に対しまして、開いている診療

所の数というのが非常に少ないことも予想

されます。そういった状態に対しまして、

東京都の臨時オンライン発熱診療センター

となっておりますが、そういったオンライ

ンで診療、また処方を受けられることがで

きるようなシステムを導入しております。 

 こちらの対象者は、①から④までの全て

に該当する方となります。逆に、例えば年

齢が高い方、重症化リスクの高いと言われ

る高齢者の方などにつきましては、対面で

の診療を優先していただきたいと思います。

こちらに書いてあるような、いわゆる重症

化リスクの少ない方、オンライン診療を受

けたいという方は、こちらを利用していた

だければと思います。 

 こちら利用方法につきましては、東京都

のホームページから利用していただくこと

もできますし、また、あだち広報で二次元

コードを載せさせていただいておりますの

で、スマホ等をご利用の方はあだち広報の

二次元コード、また足立区のホームページ

にもリンクを貼らせていただいていますの

で、そちらからご利用いただければと思い

ます。私からは以上です。 

（菱沼会長）   

  ご説明ありがとうございました。以上

で連絡事項と報告事項についてのご説明が

終わりました。 

  そうしましたら、皆さんのほうから、
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今のところで何かご意見、ご質問がござい

ましたらば、どの項目からも構いませんの

で、お願いいたします。手を挙げていただ

けたらと思いますが、いかがでしょうか。 

（小川委員） 

 足立区介護サービス事業者連絡協議会訪

問看護部会代表の小川と申します。 

 認知症検診スキームの件で確認です。訪

問看護ステーション部会で、この点につい

ては事前に説明を受けております。フォ

ローが必要になった方は、訪問看護で最長

６か月サポートすることになっていますが、

ここに通院同行３回という記載があります。

事前の話し合いで、業務上通院同行は厳し

いという話をしていますので、ここで確認

させていただきたいと思います。よろしく

お願いします。 

（菱沼会長）では、説明お願いします。 

（宮本高齢者施策推進室長）  

 先週の打合せにおきまして、その件、お

話があったと思いますが、申し訳ございま

せん。これはなくなったということで、ご

理解をお願いしたいと思います。 

（菱沼会長）  よろしいですか。 

（小川委員 ） はい。 

（菱沼会長）   

 よろしくお願いします。 

 そのほかはいかがでしょうか。今日、事

業所の方々もご参加いただいていて、区の

ほうでも支援方策を講じていただいている

ところでありますけれども、何か現場で補

完することなどがあれば、おっしゃってい

ただいてもいいかと思います。 

 鵜沢さん、いかがですか。 

（鵜沢委員） 

 介護サービス事業者連絡協議会筆頭副会

長の鵜沢です。 

 報告事項の７と８ですが、それぞれ事業

所等への支援について、アンケートもお取

りいただいて、素早い対応、本当にありが

たく思っております。 

 内部で聞いたんですけれども、今回は申

請内容を大分簡単にしていただいていて、

非常にありがたいという声を聞いておりま

す。 

 一旦、令和５年１月末までということで

すが、先ほどのお話の中でも、様子を見な

がら次年度以降という話があったかと思い

ますが、現時点で１月以降についての予定

があったらお聞きできればと思います。 

 また、今のコロナの対応のところで、年

末年始はどうなるんだろうということを話

していたところで、通常どおりやっていた

だけるということで安心しました。 

 ですが、普段はケアマネージャーの仕事

をしている中で、週末であるとか夜間帯に

も緊急で動かなければいけない、対応しな

ければいけないというときに、高齢者はリ

スクが高い方が多いです。どうしても家庭

環境から自宅で診ることが難しいという方

は、入院等の相談をして差し上げるんです

が、保健センターへの登録が済んでからで

いないと、本人も動けないということです。

医療機関の方に聞いても、どうしてもそこ

からじゃないと動けないというようなこと

で、対応が遅れるということも中にはある

かなと感じているところです。 

 今、発生者が大分増えているところで、
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このように全体的な体制について、今

１７名でしたか、説明がありましたが、そ

ういったところの体制で、もう少し強化す

るとか、そんな考えがあるかどうか、お聞

きいただけますでしょうか。 

（菱沼会長） 

  ありがとうございます。 

 ２点いただきましたので、今度は最初の

点は、介護保険課長からでしょうか。 

（小口介護保険課長） 

 まず１点目の物価高騰などの対策につい

てですが、現時点では来年度以降、どうす

るかというのは、今まだ決まってはござい

ませんが、引き続いて事業所などと意見交

換しながら、また物価高騰の状況も踏まえ

て、どのようにしていったほうがいいかと

いうのは検討させていただきたいと考えて

おります。 

（菱沼会長） 

  ２点目、コロナ、感染症対策課長。 

（飯嶋感染症対策課長）  

 施設における高齢者の方の新型コロナが

陽性であった場合というご質問というふう

にご理解させていただきます。陽性と分か

った方につきましては、こちらは東京都の

ＦＵＣと呼ばれるフォローアップセンター

がございますので、そちらにご連絡いただ

ければ、きちんとした対応、その方が入院

が必要な場合は入院ということもございま

すし、そうでない場合はそうでない支援で

きるような、何かしらの支援ができるよう

な対応をしていきたいと思っております。 

 また、東京都でもこの年末を迎えまして、

高齢者向けの施設として医療支援型施設と

いうのを複数、用意させていただいている

ところです。なので、施設で診にくいとい

うような方、医療的な支援が必要だという

ような方につきましては、そういった施設

で過ごしていただいて、療養期間を過ごし

ていただいて対応させていただく、そうい

ったこともできるような体制となっており

ます。 

（菱沼会長）  いかがでしょうか。 

（鵜沢委員）   

 ありがとうございました。確かに夜間と

か休日は東京都で対応、受付はしているの

ですが、東京都としても、地元の保健セン

ターのほうに連絡をというふうに、どうし

ても東京都だけでも対応し切れない実態が

あると感じていた次第でしたので、申し上

げさせていただきました。以上です。あり

がとうございます。 

（飯嶋感染症対策課長） 

 保健センターに連絡というのは、基本的

にはないかと思います。今回、新型コロナ

の対応というのは、保健センターで高齢者

の施設からご連絡をいただくと、そういっ

たことは行っておりませんで、足立保健所

のほうで一括して承っています。 

 また、夜間につきましては、先ほども申

し上げましたが、東京都のフォローアップ

センターで対応をさせていただいていると

ころでございます。２４時間体制でフォ

ローアップセンター行っておりますので、

もし夜間に心配なこと、何か相談したいよ

うなことがあった際には、フォローアップ

センターのほうにかけていただければと思

います。 



- 14 - 

 また、高齢者の施設につきましては、即

応型の対応チームもございます。即応型対

応チームにつきましては、施設で電話番号

ご存じかと思いますが、直接お電話かけて

いただくことで、２４時間以内にそのチー

ムがその施設を訪れる、訪問していろいろ

と助言をさせていただく、そういった対策

も取っておりますので、そういった活用を

していただき、不安なく、年末年始を過ご

していただければと思います。 

（菱沼会長） 

  ありがとうございます。そのほか、いか

がですか。橋本さん。 

（橋本委員）   

 特別養護老人ホームの橋本です。 

 私からは２点ありまして、報告事項７、

８について、衛生物品の補助、物価高騰の

支援というところで、特に衛生物品の補助

はすごくありがたいというところです。衛

生物品って本当にどんどん無くなっていく。

うちの施設もコロナが出ています。本当に

物品が無くなっていくという現状で、あり

がたいなというところはありました。 

 報告事項７で物価高騰支援ですけども、

これも施設は東京都と足立区の補助、どち

らかは使うという施策にはなっているんで

すけども、正直、どちらの補助金も非常に

ありがたい補助金ではあるんですけども、

特に電気代の支援のほうが十分じゃない額

というのは本音なところではあります。 

 ただ、もちろんこれはお金の話でありま

すし、介護施設だけ、障害者施設だけの話

ではないので、どこも厳しいというところ

は当然ありますので、そこは当然分かって

いる上での話ですけども、非常に電気代の

ほうが１年前に比べて、倍以上上がってい

ます。 

 あと、電気代が今年度２，０００万円く

らい、来年度見込みが３，０００万円くら

い上がるという、本当に経営的にも厳しく

なっているという状態があります。 

 なので、本当にこの支援金はありがたい

というところではあるんですけども、こち

らのほうの経営努力も必要なものではあり

ますので、今後、この支援も引き続きやっ

ていただけるとありがたいというのが、こ

れは意見として、１件上げさせていただき

たいというふうに思います。 

 もう一件が資料の９です。９の認知症検

診の件なんですけども、こちらのほうでス

キームを確認して、検診を５００名受けて

１５０名が何もしないというところになる

んですけど、検診を受診しない方の後のフ

ォローアップについては何かあるのでしょ

うか。お聞きできればなというふうに思っ

ております。以上です。 

（菱沼会長）  

 宮本高齢者施策推進室長、お願いします。 

（宮本高齢者施策推進室長）   

 次の年が介護予防チェックリストの該当

年に当たりますので、そちらのほうでフォ

ローさせていただくということを考えてお

ります。 

（橋本委員） 

 はい、分かりました。認知症、本当に隠

れてる方、本当にいっぱいいらっしゃるの

で、そこで少しでも拾い上げていただける

とありがたいなというふうに思います。あ
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りがとうございます。 

（菱沼会長）   

 ありがとうございます。１件目のことに

ついては、本当施設も厳しくなっています

けども、やっぱり一般の区民の方々も不安

定な生活をしていた方との苦しい状況にな

ってしまうことがあるので、そこは慎重に

区民の方々の生活を見ていただけたらなと

思っています。ありがとうございます。そ

のほかいかがですか。 

 白石さん。 

（白石委員） 

 ３つ質問があります。最初の２つは簡単

な質問ですから、すぐこの場で答えられる

かなと思います。 

 １つは、たまたま私が厚生委員会にいる

からかもしれませんけれども、ワクチン接

種の間違いということです。 

 例えば、私は一回一回ワクチンを打って

いるか聞かれますけれども、打ってみたら、

どこで調べたのか４回は既に打ってるとか、

大人の方に子どものワクチンを打ってしま

ったとか。もちろん、このことで後々問題

は起こってないからよいですけれども、私

が５回目のワクチンを打ったときに、役所

から通知が来ますよね。通知には、１回目

はどこで何日に何ていう薬打ったか、２回

目、３回目、４回目、全部書いてあるんで

すよ。その書類を見て、１回しかやってま

せんって言って、そうですかっていうこと

はあり得ないでしょう。私は何回も聞かれ

ましたよ。５回目ですねって、書いてある

とおりですから。４人ぐらいから聞かれま

した。一体どうなっているのか、回数を間

違ってしまうというのは。 

 もう一つは、認知症の検診をこれからや

るということですけども、私の母親も

２０年ぐらい前に、アルツハイマーの診断

をしたんです。当時は認知症の専門という

のは足立区にいたのかどうか分かりません

けれども、区内では適当なお医者さんが見

つからないで相当遠くまで行った。結果的

にアルツハイマーでしたけれども。来年度

から認知症の検査やりますよということに

なれば、専門医は足立区にいるんですか。 

（菱沼会長）   

 １点目のワクチンについては、いかがで

しょうか。 

（片岡新型コロナウイルスワクチン接種担

当課長）   

 間違い接種が起きるたびに、ご連絡をさ

せていただいておりますが、大変申し訳ご

ざいません。接種記録が接種券に書いてあ

るのに間違いが起きるのはどうしてかとい

うところなんですけれども、これは、接種

の情報を、医療機関で入力していただいて、

その情報を接種券に取り込んで接種券を発

送するというような形になっているんです

けれども、医療機関の入力が遅れたりする

というようなことがあると、その情報が入

らずに、具体的にあったのが、４回目を打

っているにも関わらず３回目までの接種情

報しか入っていない接種券のほうを送りま

した。それをお持ちの方が、４回自分では

打っているけれども、接種券を持ってきて、

聞き取りのときに何回ですか、また予診票

に前回は何回打ちましたかと聞いたときに

も、その接種券に書いてある接種情報を見
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て、３回目の日を書いてしまって、予診は

通って接種をする。後々、接種状況が後で

入力されてくると、実は４回目打っていた

というような状況が発生して、健康状況の

確認のために電話をすると、４回目やっぱ

り打っていましたという状況がございます。

言い訳になってしまうんですけれども、

様々制度が変わっていく中で、間違い接種

が起きてしまっているという状況がござい

ます。 

 ただ、我々も予診のときに、聞き取りを

きちんとするとか、そういったところも注

意しまして、誤接種が少なくなるようにと

いうことで、今、努力はさせていただいて

おります。よろしくお願いいたします。 

（菱沼会長）  高齢者施策推進室長 

（宮本高齢者施策推進室長）  

 認知症専門医の件でございますが、国が

認めているサポート医、この方が足立区の

中に二十数人いらっしゃいます。そして、

足立区医師会が認めているもの忘れ相談医、

この方々も含めて、合計６０人程度という

ことでございます。 

（白石委員）   

 かつてスポーツ医、スポーツ医というの

かな、制度ができたときに、足立区にはス

ポーツの専門のお医者さんというのは特に

いなかったので、医師会で全員研修をした

んですよね。そういうような形の中で、し

っかりと認知症のサポート医をつくっても

らわないと、制度があっても現実には何も

変わらないということになりかねないから、

このことについてはひとつぜひお願いした

いと思います。 

 それともう一つ、先ほど言ったワクチン

の接種ですけれど、役所から通知が来るん

ですから、その通知を持ってこなければ、

次のワクチンを打てないということにすれ

ば間違いないんですよ。それは役所の通知

を持ってきた人を少なくとも対象にしない

と、今言ったように間違いが起こりかねな

いから、ひとつよろしくお願いしたいと思

います。 

 もう一つ、最後ですが、先般、第４回の

足立区議会の定例会が終わったわけです。

そのときに、区議会の要望として、介護保

険制度を抜本的に改めてくれと、このまま

いったら介護保険は行き詰まりますよとい

うことで、議会全党の賛成をいただいて、

国に対して意見書を出すことになったんで

す。私は、この協議会や介護保険・障がい

福祉支援専門部会を通じて、ある意味で介

護保険制度は今のままでは限界に来ている

と、何とか根本的に改めなければ駄目だと。

なので早く２３区の意見をまとめて国に出

すべきだと。私たち議会はやりましたけれ

ども、大体いつやるのか。９期から１０期

をきちっと目通りしてやらなければ、なか

なか国の機構というのは簡単には動きませ

んから。その辺についてお聞きしたい。 

（菱沼会長）   

 介護保険、仕組みということに関係する

と思うんですけれども、お願いします。 

（中村福祉部長）   

 意見書のご提出を、議会のほうでしてい

ただいたと思います。 

 区側として、２３区まとめてというお話

でございますけれども、この２３区まとめ
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た意見というのは、毎年のように全国市長

会ですとか、国に対する要望書として出さ

せていただいています。ですので、その意

見書も踏まえた形で、国の社会保障審議会

のほうで議論していただいていますが、と

はいいながらも、１２月末までの意見の集

約ができていないということで、少し持ち

越しになっているというところまで聞いて

おります。ただ、第９期に向けて、最終的

な結論これから出ると思いますので、それ

を注視していきたいと考えております。 

（白石委員）   

 ９期に向けて、少なくとも２３区の区長

会か、部長会か、課長会か分かりませんけ

れども、そこでまとめて国に意見を出すと

いうことでいいんですか。 

（菱沼会長） 福祉部長。 

（中村福祉部長） 

 まとめて意見を出しております。 

（菱沼会長） 

 よろしいですか。 

 介護保険の仕組みというのは、高齢化が

進んでいる地域、また、低所得の方が多い

地域で、どうしても介護保険が上がってし

まうというところが、構造的な問題として

あるので、２３区でまとめていくという考

え方もあるでしょうけども、あるいは同じ

ような自治体、全国を見たときに、同じよ

うな地域特性があるところで声を合わせて

いくというところも、これは考えてもいい

ような気配がいたします。どうぞよろしく

お願いします。 

 先ほどのワクチンの接種間違いとか、先

ほどのご説明だと、区が発行している情報

は、接種状況がどうもまだ反映されていな

い場合があるというようなことだったと思

うので、そういった方が通知をもらった方

にも伝わるよう、なぜ繰り返し聞くのかと

いう部分では、なぜなのかというところを

いろいろご検討いただいているかと思うん

ですけれども、よろしくお願いします。 

 それでは、そのほかいかがですか。 

 浅子さん。 

（浅子委員）  

 報告事項９、認知症検診の内容ですけれ

ども、コロナが３年も続いて、高齢者が本

当に体も衰えたり、独り暮らしの方は本当

に会話が少なくなって、心配な方がいっぱ

い自治会にもいらっしゃいます。そういう

中で、こういうのをやられるのはすごくい

いことだなと思うんです。けれども、これ

は令和４年度で、今でもそういう方が生ま

れているということで、ここにスキーム案

というのがあるんですけれども、ここで検

診対象者というのが、チェックリスト

２０点以上の人と、あと２０点未満でも検

診を希望の方ということで、５００人くら

いというふうになっていますけれども、や

はりこれに地域包括支援センターの方々か

らのご意見も、しっかりと聞いていただけ

たらいいなと思います。 

 ちょっと心配な方がいると、包括支援セ

ンターにお話すると、ご近所からもそうい

うお話聞いていますとか、身近な高齢者の

相談とか乗っているというところで、結構

しっかり把握しているところなんです。 

 独り暮らしでちょっと認知かなと思うと、

例えばこのチェックリストも独り暮らしで
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認知症だとやらないままになってしまった

り、希望するわけではないというなど、そ

ういう方々もしっかりとここに載せていく

という点で、地域包括支援センターもそこ

に入っていただくということ。あと高齢者

の実態調査というのが、第９期に向けて今

始まろうとしていると思うんですよ。やは

りそこでも認知症の状況というのが、聞こ

えの問題なんか今回アンケートの中にも出

していただいたということで、そこからも

捉えることができるんじゃないかというふ

うに思いますので、高齢者の生活実態調査

もここにぜひ入れ込んで、参考にしていた

だけたらいいなと思っていますけれども、

いかがでしょうか。 

（菱沼会長） 

 では、その点をお願いします。 

（宮本高齢者施策推進室長） 

 認知症につきましては、このスキームだ

けに留まらず、様々な手法があるかと思い

ます。いろいろな情報を組み合わせながら、

重層的な施策を打っていくのが必要なのか

というふうに考えておりますが、これはあ

くまで 1 つのスキーム案でございますので、

様々な複数のやり方を考えていきたいと思

っております。 

（浅子委員）   

 ぜひお願いいたします。それから、報告

事項１と２、民設学童につきまして、私は

区議会で委員会にも所属しておりまして、

質疑を行ったんですけれども、この指定管

理者学童保育室の運営、事業者の応募状況

ということで、３つの学童保育が今度期限

満了となって、また指定管理者に改めて指

定をするということになっているんですね。

とりわけ、鹿浜未来学童保育は、今回統廃

合がされて、新しく鹿浜西小学校と北鹿浜

小学校とが 1 つになって学童保育が新たに

つくられると。今までは、鹿浜西小学校で、

直営でやっていたものを、今度ひとつにし

て民設になりますよ、指定管理者になりま

すよというご報告だったんです。やはり統

廃合で、子どもたちが新しい学校、新しい

子どもたち、大勢になるということで、不

安が起こる中で、生活の場という学童まで

民設で新しい先生たち、指導員たちという

のは、やはりいかがなものかということで、

やはり子どもの視点でぜひ考えていただき

たいというお話をしたんですが、そのとき

の指定管理する理由が、何か指導員があま

り集まらないようなお話があったんですね。

もう一度その理由を確認したいと思うんで

すけれども。 

（江川住区推進課長）   

 今回、鹿浜未来学童保育室を指定管理で

するという理由でございますけれども、

２点大きくございまして、１点目は、今回

従前で行っております鹿浜西学童保育室か

ら、そちらは 1 室でございます、今回、こ

ちらの鹿浜未来学童保育室は２室になるこ

とに伴いまして、人材を増やさなければな

らないという点が１点ございます。 

 それから２点目は、直営ですとなかなか

特別延長といいまして、夜間ですとか朝早

く保育を受ける、そういったところが現状

難しいという状況でございます。そこを区

民の方からも行っていただきたいというご

要望がございまして、今回はそちらのサー



- 19 - 

ビスを追加するという意味で指定管理で行

っております。 

（浅子委員）  

 そういうご要望だということでご意見伺

ったんですけれども、ただ、実際にそれは

一般的に１割くらいの親御さんたちは特別

延長ですか、それを望んでいるというお話

で、お母さん、お父さんたちも仕事をして

大変なんだけれども、やはり子どもの立場

に立つということが大事です。指定管理に

なったところが、非常に平均勤続年数が

３年ということで短い。どうしても学童保

育って支援員が今不足していたり、定着化

しないというような状況もあるのではない

かというふうに思っているんですね。 

 だから、そういう点では、指定管理者で

あっても働く人たちの処遇というのをしっ

かりしていかないと、継続性ですか、働い

ている方々の、それが維持できなくて、結

局はいい保育ができないということになっ

てしまうのではないかというふうに思った

りしているんですね。実際に直営ですと、

今、会計年度任用職員の方がやっていらっ

しゃるんですかね。 

（江川住区推進課長）  

 直営につきましては、会計年度任用職員

が行っております。 

（浅子委員） 

 そういうことで、会計年度任用職員の方

も、処遇は少しずつ今よくなってきてはい

るんですけれども、やっぱり１年契約なん

ですよね。そういう点では、まだまだ不安

な雇用の状況が続いているということで、

ぜひこれからやはり直営の会計年度任用職

員の方々も、１年というのは不安ですから、

改善をしていく方向をぜひ考えていただき

たいというのと、この民設民営になったと

きにも、ぜひ処遇改善というところでは、

選考の中身に、選考の点数とかつけますよ

ね、第２次選考、第１次選考で、そちらに

はきちっとそういうものも分かるようなも

のを、項目を入れていただきたいというふ

うに思っているんですけれども、いかがで

しょうか。 

（江川住区推進課長） 

 今回選考に当たりましては、当然組織の

運営形態ですとか、人材の面での評価とい

うものも行っております。 

 また、指定管理学童保育室につきまして

は、毎年度評価を行っておりまして、その

中で各学童保育室の勤続年数なども見させ

ていただいている状況です。 

（浅子委員） 

 あともう 1 つお願いします。こういう学

童保育の計画で、令和６年９月末までに待

機児童を学童でゼロにするという、目指し

ているということが計画の中で出されてい

るんですけど、その見通しというのは実際

にどうなんでしょうか。 

（江川住区推進課長） 

 今年度、こちら今回ご報告させていただ

きましたとおり、今回であれば４地域で民

設学童保育室を募集する予定でございまし

た。定数にしますと１６０名ほどを増やす

という予定でございました。 

 ただ、今回応募がございましたのは１事

業者になっておりますので、その点で予定

どおりかと言われますと、その点につきま
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しては少しスケジュールが狂っているとい

うところではございます。 

 ただ、今回の結果を踏まえまして、来年

度に向けて、今回の応募がなかった地域も

含めて、改めて需要の状況ですとか申請状

況、そういったところを踏まえ、考慮した

上で整備を進めていくことで、令和６年

９月の待機児ゼロを目指していきたいとい

うふうに考えております。 

（浅子委員） 

 区のほうは、新しい子ども支援制度中で、

国のほうでは６年生まで対象にしたという

ことでなっているんですが、この待機児ゼ

ロというのが実際に６年生までゼロという

ふうになっていないのかなというふうに思

っているんですね。ですから、ぜひ希望者

は学童保育にしっかり入ることができる、

そういう意味で待機児ゼロということを目

指していただきたいというふうに思ってい

ますけれども、いかがでしょうか。 

（江川住区推進課長） 

 現在の新規計画では、１年生、２年生だ

けではなくて、６年生まで含めて待機児ゼ

ロを目指すという計画になっておりますの

で、引き続き努力していきたいと考えてお

ります。 

（菱沼会長） 

 よろしいですか。ありがとうございます。

そのほかはいかがですか。 

 先ほど、学童については、学童だけでな

くて、地域の中に子どもたちの多様な居場

所をつくっていく、それによっていろんな

多様な大人たち、またお兄さん、お姉さん

含めて、地域の中でも人間関係ができるよ

うなものができるといいなと思います。 

 もう一つ、認知症のことなんですけれど

も、７０歳で検診をするというところで、

７０歳から７４歳の認知症有病率３．６％

という数字を出してくださったのがとても

重要です。 

 これから見ると、大体３００人ぐらいは

いらっしゃるんじゃないだろうかというふ

うに試算しているのは重要で、検診をした

結果、認知症の心配があるなという方々が、

もしこの３００人に達していない場合は、

埋もれている可能性があるんじゃないだろ

うかというところから考えていただいたり、

また、検診から漏れている人に対する支援

をどうするかというところも含めて、さっ

き、これだけでなくおっしゃってくださっ

たのでトータルに見ていただけたらと思い

ます。よろしくお願いします。そのほかい

がでしょうか。 

 できましたら、お一人ひと言づついただ

きたいところですが、感染症対策上あまり

長引かせてもと思っているんですけれども、

ご発言いただいていない方で何かご意見は

ございませんでしょうか。 

 それでは、これまでとさせていただいて、

何かご意見ご質問等がありましたら、所管

課または事務局にお伝えいただきたいと思

います。それでは、事務局にお返しします。  

（近藤福祉課長） 

 長時間渡りご審議いただきましてありが

とうございました。 

 次回は、令和５年３月２２日、水曜日、

午後２時生涯学習センター４階講堂を予定

しております。開催のご案内は、後日発送
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させていただきます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 以上をもちまして、令和４年度第２回足

立区地域保健福祉推進協議会を閉会させて

いただきます。 

 本日は、ありがとうございました。 

【午後３時３０分閉会】 

 


